
連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ労働相談センター 

札幌圏雇用センサス  ２０１６年８月の相談状況 

「賃金未払いと残業規制強化への抜け道は許さない！」 
 

 

１．労働相談の概況 
（１）相談件数について   

資料－１ 「２０１６年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 

資料－２ 「２０１６年８月 相談者数（雇用形態・男女、業種別）」 

資料－３ 「２０１６年８月 相談件数（雇用形態別）」 

 

   相談者数は５７人、相談件数は８０件、一人当相談件数は１．４０となりました。 

   対前月比は＋３人・－１６件となり、一人当相談件数は－０．３８Ｐとなっています。 

 

【相談者数・相談件数・一人当相談件数の比較】 

 相談者（人） 相談件数（件） 一人当相談件数（件） 

２０１６年 ８月 ５７ ８０ １．４０ 

２０１５年 ８月 ６０ １２４ ２．０７ 

２０１６年 ７月 ５４ ９６ １．７８ 

 

（２）雇用形態別相談者数及び件数について 

資料－２ 「２０１６年８月 相談者数（雇用形態・男女、業種別）」 

資料－３ 「２０１６年８月 相談件数（雇用形態別）」 

 

   相談者数５７人の内訳は、社員３１人、期限付雇用契約者（契約・パート・臨時・嘱託・季

節・派遣）２５人、不明１人となっており、男女比では男性３６人・女性２１人となっていま

す。 

   相談件数８０件の内訳は、社員４７件、期限付雇用契約者（契約・パート・臨時・嘱託・季

節・派遣）３２件、不明１件となっており、男女比では男性５１件・女性２９件となっていま

す。 

 

【雇用形態別 相談者数（人）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 

男 ２７ ５ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ３６

女 ４ ０ １４ ０ ０ ０ ２ １ ２１

計 ３１ ５ １４ ４ ０ ０ ２ １ ５７

 

【雇用形態別 相談件数（件）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 

男 ３８ ６ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ５１

女 ９ ０ １６ ０ ０ ０ ３ １ ２９

計 ４７ ６ １６ ７ ０ ０ ３ １ ８０

 

   相談者数を男女比でみた場合男性が多数であり、雇用形態別にみると男性は社員に、女性は

期限付雇用契約者に集中しています。また相談件数をみると男性は社員、女性は期限付雇用契

約者に件数が集中しています。 

 

 



（３）業種別相談状況について 

    資料－４ 「２０１６年 業種別 相談者数 月別集計」 

    資料－５ 「２０１６年８月 相談件数（業種別）」 

 

   業種別相談状況による相談者数と相談件数の分布は次のとおりです。 

  

 相談者数 相談件数 

Ａ農林漁業・協同組合 ０ ０ 

Ｂ食品加工業 ０ ０ 

Ｃ鉱業 ０ ０ 

Ｄ建設・設計・重機業 ５ ８ 

Ｅ製造業 ６ ９ 

Ｆエネルギー・水道業 ３ ３ 

Ｇ通信・報道・ＩＴ業 ２ ３ 

Ｈ交通業 ０ ０ 

Ｉ陸運・倉庫業 ９ １２ 

Ｊ卸・小売業・飲食店 １５ ２２ 

Ｋ商品斡旋・リース業 ０ ０ 

Ｌ金融・保険・不動産業 ２ ４ 

Ｍ医療・福祉・医薬品業 ４ ５ 

Ｎビル管理・警備業 ４ ４ 

Ｏ労働者派遣業 ０ ２ 

Ｐ教育・学校業 ０ ０ 

Ｑ会計・行政・法律事務所 ０ ０ 

Ｒその他サービス業 ４ ３ 

Ｓ公務・公共サービス １ ２ 

Ｔ分類不能・その他 ２ ３ 

 

   相談者数は、「卸・小売業・飲食店」「陸運・倉庫業」に相談者が集中しています。 

   相談件数は、「卸・小売業・飲食店」が多く、「陸運・倉庫業」「製造業」と続いています。 

 

（４）相談内容について 

    資料－３ 「２０１６年８月 相談件数（雇用形態別）」 

資料－６ 「２０１６年 月別集計 相談件数（相談項目別）」 

 

① 相談項目別の相談件数の分布は次のとおりです。 

   「労働組合関係」   ０件 

「労働契約関係」  １４件（就業規則・雇用契約９件、その他５件） 

「賃金関係」    ２１件（不払残業・割増賃金１２件、その他９件） 

「労働時間関係」  １７件（年次有給休暇１１件、その他６件） 

「雇用関係」     １件（解雇・退職強要・契約打切１件） 

「退職関係」     ８件（退職金・退職手続６件、その他２件） 

「保険・税関係」   ６件（健康保険・厚生年金３件、その他３件） 

「安全衛生」     ６件（労働災害６件） 

「差別など」     ４件（嫌がらせ・パワハラ４件） 

「その他」      ３件（上記以外の相談２件、その他１件） 

 

賃金関係の相談は、「不払残業・割増賃金」に集中しています。 

労働時間関係では、多くが「年次有給休暇」となっており、労働契約関係では、「就業規則・

雇用契約」に集中しています。 



  ② 相談内容と雇用形態の内容を検証すると次のとおり分布されます。 

 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

組合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

契約 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 4

賃金 10 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 8

時間 10 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3

雇用 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

退職 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3

保険 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

安全 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2

差別 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

 他 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

 計 38 9 6 0 0 16 7 0 0 0 0 0 0 3 0 1 51 29

 

   「社員」の抱える相談項目が４７件と相談件数全体の５８．８％を占めています。 

   「期限付雇用契約者（契約・パート・臨時・嘱託・季節・派遣）」は３２件で相談件数全体

の４０．０％を占めています。 

男性は「社員」の割合が高く、女性は「期限付雇用契約者」の割合が高くなっています。 

 

（５）違法件数について 

資料－３ 「２０１６年８月 相談件数（雇用形態別）」 

資料－７ 「２０１６年 月別集計 違法件数（相談項目別）」 

 

    ５７人から寄せられた、８０件の相談中、違法と判断される項目は４７件となっています。 

    ５８．８％が違法という状況です。４７件の主な内訳は次のとおりです。 

 

【項目別違法件数の分布】 

項  目 違法件数 違法率 全相談件数 

労動組合関係 ０件 ０．０％ ０件 

労動契約関係 ７件 ５３．８％ １３件 

賃金関係 １９件 ９０．５％ ２１件 

労動時間関係 ９件 ５２．９％ １７件 

雇用関係 １件 １００．０％ １件 

退職関係  ３件 ３７．５％ ８件 

保険・税 １件 １６．７％ ６件 

安全衛生 ３件 ５０．０％ ６件 

差別 ４件 １００．０％ ４件 

その他 ０件  ０．０％ ４件 

総 数 ４７件 ５８．８％ ８０件 

 

 

 

 

 

 

 



２．雇用情勢について 

 

   ８月の相談状況は、相談者数・相談件数は共に対前年を下回りました。一人当たりの相談件

数は１．４０件となっており、対前年・対前月共に下回りました。 

   正社員男性からの相談が最も多く、相談内容は「賃金関係（不払残業・割増賃金）」「労働時

間関係（年次有給休暇）」「労働契約関係（就業規則・雇用契約）」に集中しました。男女比で

は男性は社員に、女性は期限付雇用契約者（パート・臨時）に相談者が集中しています。 

 違法率は５８．８％となっており、本年では３番目に高い数値となっています。その内訳で

は雇用関係および差別関係の項目が１００．０％、賃金関係の項目で９０．５％と突出して高

くなっており、職場における労働者の基本的な権利が危ぶまれる極めて厳しい状況にあること

が読み取れます。賃金関係の項目における事例として、一定の残業代を払う前提での「固定残

業代（固定手当）」として求人しておきながら、残業代の金額や残業時間を明示せずに際限な

く残業させる例が後を絶たずトラブルとなるケースが多くあり、使用者の法令違反及びずさん

な労務管理が浮き彫りとなっています。 

また、こうした事例は北海道労働局が公表した道内事業者への監督指導結果でも明らかにな

っています。労働法令違反により是正指導された事業所は６６％に上り、その内訳は「安全基

準」「違法な時間外労働」「健康診断」となっています。 

 労使が３６協定を結んだ場合の残業時間の上限は、現行でも「１か月４５時間」の基準が定

められています。ただ、例外規定があり、「特別の事情」について労使の合意があれば上限を

守らなくてもよいことになっています。労働基準法は、「特別な事情」を具体的に指定してお

らず、大半の企業が例外規定に基づいて上限を超える残業ができるようにしています。このた

め、例外規定が「抜け穴」となっているのが実情です。政府は、長時間労働の改善を図るとし、 

上限を超える残業は原則禁止し、罰則規定の新設も含め具体化を図るとしており、労働者自ら

も働き方を見直し、長時間労働に歯止めをかけることが重要です。 

業種別相談状況に見る、相談者数・相談件数が集中する「卸・小売業・飲食店」などでも、

労働法規（ワークルール）に触れる違法性の高い事例も多く存在しており、「賃金関係（不払

残業・割増賃金）」「労働時間関係（年次有給休暇）」「労働契約関係（就業規則・雇用契約）」

の相談項目で、勤務シフトや賃金をめぐるトラブルが多発しています。 

こうした背景には、職場において重要な就業規則を軽んじる傾向と、使用者の法令違反及び

ずさんな労務管理により、弱い立場の労働者が我慢と自己解決を強いられ、労働者間が競争・

分断せざるを得ない状況が作り出されている実態があります。 

 解決への道は、働く仲間が集まって労働組合をつくり、誰もが働きやすい職場環境をつくる

こと、そして風通しの良い健全な労使関係を再構築することです。 

 

 


